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い 肢 体 不 自 由 ５人 ４人 

内 部 障 が い ３人 ４人 

知的障がい - - 

精神障がい ８人 ３人 

  (注)１ 知事部局等とは、知事部局及び企業局の職員です。 

２ 「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総
数に占める割合を基に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数です。 

３ 職員数には、会計年度任用職員等の短時間勤務職員（任用期間が１年かつ週20時間以上の者に限る。）を含みます。 

４ 「障がい者数」とは、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい
者及び重度知的障がい者については、１人を２人に相当するものとして計上し、短時間勤務職員については、１人を0.5人（重度
身体障がい者、重度知的障がい者及び採用の日または精神障害者保健福祉手帳取得の日のいずれか遅い日から起算して３年目を経

過する間にある者にあっては１人）に相当するものとして計上しています。 
 
 

２ 職員の人事評価の状況 
    年々多様化する行政ニーズに対応するため、職員の育成並びに勤務意欲及び能力の向上を目的として、人事評価を実施しています。 

面談により、評価結果を職員本人に開示するとともに、上司から業務に関する指導助言を行うなど、職員の能力開発に資する取組を行っ

ています。 
 
   人事評価制度の概要（令和３年４月１日現在）                       

区  分 
具 体 的 な 取 組 

一般行政職員 会計年度任用職員 教員（学校事務職員を含む。） 警察 

評価方法 絶対評価 絶対評価 絶対評価 絶対評価 

 評価の対象者 全職員（評価対象期間中に
勤務実績が全くない職員
を除く。） 

 
※県警一般行政職員は警察に

同じ。 

全職員（評価基準日に在籍
していない職員を除く。） 

市町村（学校組合）立学校
及び県立学校に勤務する教
職員（評価機関における勤

務期間が３月に満たない教
職員等を除く。） 

全職員 
（地方警務官、出向者、評
価対象期間中に勤務実績の

ない派遣者・休職者等を除
く。） 

 評価者研修 評価の公平性、客観性の確
保のため評価者に対する
研修を実施 

※県警一般行政職員は警察に

同じ。 

なし  評価の公平性、客観性の確
保のため評価者に対する研
修を実施 

なし  

 評価時期 年２回（10月、２月） 年２回（10月、２月） 年１回（１月） 年２回（10月、２月）  

 苦情相談窓口 評価結果に対する苦情相

談窓口の設置 

評価結果に対する苦情相談

窓口の設置 

評価結果に対する苦情相談

窓口の設置 

評価結果に対する苦情相談

員の設置 

 評価結果の反映 人事配置、給与（昇給・勤

勉手当）に反映 

再度の任用を行う際の判断

に反映 

人事配置等に反映 

管理職については昇給に反
映 

人事配置、給与（昇給・勤

勉手当）に反映 

 面談 上司と部下の面談を年３

回実施 
・業務目標の確定 
・評価結果の本人開示 

・部下の意欲向上につなが 
る指導、助言 

※県警一般行政職員は警察に

同じ。 

面談を年３回実施 

・業務目標の確定 
・評価結果の本人開示 
・意欲向上につながる指導、

助言 

評価対象者と評価者の面談

を年３回実施 
・学校目標達成への意欲醸 
 成、資質能力の伸長 

・次年度の目標設定に向け、 
意欲を喚起 

面談を年２回実施 

・業務目標の確定 
・部下の意欲向上につなが

る指導、助言 

 自己申告制度 業務管理支援及び能力・キャ

リア開発も目的とした、
「業務管理・キャリア開発
シート」の作成を全職員が

実施 
※県警一般行政職員は警察に

同じ。 

なし 学校教育目標を踏まえた自

己目標を定める教職員の自
己申告制度を実施 

評価期間における発揮した

能力、挙げた業績に関する
自己の認識その他参考とな
る事項について申告する制

度を実施 

 
 

３ 職員の給与の平均額、初任給の基準、職員に対する手当等その他の職員の給与の状況 

(１) 給与制度の見直しについて                        

   令和２年度に行った主な見直しは、次のとおりです。 

項    目 見直しの内容 実施時期 

勤勉手当の支給割
合の見直し 

・人事委員会勧告に基づき勤勉手当の支給割合を年0.05月分引き下げた。 令和２年12月１日 

新型コロナウイル

ス感染症への対応 

・新型コロナウイルス感染症の患者等に対する感染の危険を伴う業務に従事する職員に
支給する防疫等業務手当の額を増額した。（日額300円 → 日額3,000円（患者等の

身体に接触して行う業務又は１日の累計で１時間以上にわたり接して行う業務は日額
4,000円））（令和２年７月３日施行、令和２年２月１日に遡及して適用） 

令和２年７月３日 
（令和２年２月１日
に遡及して適用） 

 


